
令和５年 第１０回  ふじみ野市農業委員会総会議事録 

 

招 集 日 時 令和５年１０月２５日 開会場所 
ふじみ野市役所本庁舎３階 

Ａ３０１会議室 

開会の日時 

及び宣告者 

開 会 

閉 会 

令和５年１０月２５日 午後１時３０分  議長 

令和５年１０月２５日 午後１時５１分  議長 

議 長 粕谷 雄一  

№ 氏   名 出欠 № 氏   名 出欠 
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９ 

 

久保田   清 

柳 川  嗣 於 

横 山  一 明 

嶋 田  利 行 

原 田   一 

近 藤  広 巳 

岸    勇 

神 木   茂 

塩 野  和 義 

出 

出 

出 

出 

出 

欠 

出 

出 

出 
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１１ 

１２ 

１３ 

１４ 
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１６ 

１７ 

 

 

鈴 木  智 之 

浅 海  伊佐男 

岡 部   昭 

谷 田  峰 男 

粕 谷  雄 一 

有 山  茂 幸（最） 

 宮 寺  康 夫（最） 

 新 井  正 一（最） 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

欠 

出 席 者 数  農 業 委  員     定 数 １４名 出 席 者 １３名 

農地利用最適化推進委員 定 数    ３名 出 席 者  ２名 

議 事 参 与（説明者） 書   記 

     葛籠貫 智 洋 

島 村 雄 大 

有 山 俊 夫 

     菅 井 健 吾 

 

 



 

 

 その他重要と 

 認める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 

 

 

 

 

              令和５年１０月２５日 

 

 

    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和５年１０月２５日、午

後１時３０分、ふじみ野市役所本庁舎３階Ａ３０１会議室に

農業委員会を招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後１時３０分、委員の過半数が出席したので、開 

会を宣言した。 

日程第２ 議  長  議事録署名委員に５番・７番委員を指名する。 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議  長 

16 番委員 

 

 

議  長 

日程第３、報告第２３号、農地法第４条第１項第７号の規定

による農地転用届出に関する件、２件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第２３号について終了します。 

日程第４、議案第２６号、農地法第３条の規定による許可申

請に関する件、１件を議題とします。 

 この案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めま

す。 

議案書朗読、説明。 

受人は、トラクター１台、農業用トラック１台、防除機１台、

耕うん機２台、予冷機１台を所有し農業経営を行っておりま

す。今後も耕作し農地として適正に管理することとなっており

ます。 

現地調査を行った委員から説明をお願いします。 

１０月１９日１７番委員と事務局の３人で現地調査を行い

ました。現地は草がありますが、受人には耕運して農地として

活用をお願いしたいと思います。 

地元委員は何かありますか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10番委員 

 

 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

全 委 員 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

１０月２２日現地確認し、受人と話しをしました。農機とし

てトラクター、耕うん機、軽トラック、防除機等を所有してい

ると伺いました。自宅の周りに畑があり、田も所有して耕作し

ていることから問題ないと思います。 

質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、この案件について承認してもよ 

ろしいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、この案件につきましては原案のとお 

り許可することに決定します。 

議案第２６号について終了します。 

日程第５、議案第２７号、農地法第５条第１項の規定による

許可申請に関する件、１件を議題とします。 

 案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

借人は、現在市内の賃貸住宅に家族３人で暮らしております

が、子供の成長に伴い家財も増加し手狭になりました。戸建て

のマイホームを計画し市街化区域を含め近隣を探しましたが

見つかりませんでした。申請地は妻と妻の兄弟に相続した土地

です。相続した他の土地は既に開発済みで、建築地としては使

用できません。妻と妻の兄弟から土地を借り受け申請すること

としました。 

農地の区分は、概ね 10 ヘクタール未満の規模の一団の農地

の区域内にある農地であり、第２種農地と判断します。 

現地調査を行った委員から説明をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第６ 

 

 

16番委員 

 

 

事 務 局 

１番委員 

 

議  長 

15番委員 

事 務 局 

７番委員 

事 務 局 

５番委員 

 

事 務 局 

 

 

15番委員 

 

事 務 局 

議  長 

 

全 委 員 

 

議  長 

 

議  長 

 

 

１０月１６日１７番委員と事務局の３人で現地調査を行い

ました。木が何本かありましたがすでに伐採に入っており、特

に問題ないと思います。 

地元委員は何かありますか。 

本日現地確認しました。木が何本かありましたが、地面は適

正に管理されており、特に問題はないと思います。 

質疑はありますか。 

今年９月に申請があった土地とは違いますか。 

今年９月に申請があった土地のすぐ隣の旗竿地になります。 

間口の幅は何ｍになりますか。 

3.5ｍになります。 

許可申請する土地は 370 ㎡ですが、面積に制限はあります

か。 

 開発要件として 200㎡以上 500㎡未満まで転用可能ですが、

各申請者の状況に合わせて必要最小限の面積での判断になり

ます。 

 今年９月に申請のあった土地と合わせて 500 ㎡未満という

認識でよろしいですか。 

申請ごとの判断になります。 

質疑がないようでしたら、この案件について承認してもよ 

ろしいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、原案のとおり許可相当として県知事に

意見を送付します。 

議案第２７号について終了します。 

日程第６、議案第２８号、生産緑地に係る農業の主たる従事

者についての証明について１件を議題とします。 

案件について事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

16番委員 

 

 

 

議  長 

10番委員 

 

 

議  長 

５番委員 

 

事 務 局 

議  長 

 

全 委 員 

議案書朗読、説明。 

特定生産緑地法では買取り申出できる条件として、特定生産

緑地に指定されてから１０年が経過した場合と、農業の主たる

従事者が死亡した場合と、農業の主たる従事者に農業従事を不

可能とさせる故障が生じた場合の３つがあり、本案件は主たる

従事者の死亡によるものです。 

今後の流れについて、今回の主たる従事者証明について承認

されると、買取り申出者は市に対して買取り申出を行い、市が

公園や緑地等として買取りしない場合は、農業委員会へ斡旋の

申出を行います、そして買取希望が無い場合は特定生産緑地が

解除されます。 

この案件について、現地調査を行った委員から説明をお願い

します。 

１０月１６日に１７番委員と事務局の３人で現地確認を行

いました。以前貸農園を営んでおり、野菜の作付けの跡もあり、

適正に管理されていた形跡がございました。特に問題ないと思

います。 

地元委員から説明をお願いします。 

１０月２４日に現地調査を行いました。以前ふれあい農園を

営んでいた土地で、若干草が生えていますが特に問題はないと

思います。 

質疑はありますか。 

今回の議案は過去に主たる従事者が農業を営んでいたとい

う証明の案件でよろしいですか。 

その通りです。 

質疑がないようでしたら、議案第２８号の案件について承認

してもよろしいですか。 

異議なし。 



 

 

 

日程第７ 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

異議なし賛成により、議案第２８号の案件につきましては原

案のとおりに決定します。 

議案第２８号について終了します。 

日程第７、議案第２９号、生産緑地取得の斡旋について、１

件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

この案件は、令和５年８月の総会で生産緑地の主たる従事者

証明についての議案にて審議した案件です。 

審議後に買取り申出者は市に対して買取り申出を行いまし

たが、市が買取りを希望しないため、生産緑地法第１３条の規

定に基づき市から農業委員会へ斡旋の依頼がありました。 

今後期日までに買取希望がない場合は生産緑地の解除とな

ります。 

質疑はありますか。 

なし。 

買取り希望の申出がありましたら令和５年１１月７日まで

に事務局へ連絡をお願いします。 

議案第２９号について終了します。 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき

ましてありがとうございました。これをもちまして、令和５年

第１０回ふじみ野市農業委員会総会を閉会とさせていただき

ます。 

（終了 午後１時５１分） 

 


